
令和５年度事業計画 

 

１ 事業目的 

本県における米の計画的生産や、麦・大豆等の生産振興、担い手の育成・確保、農地

の有効活用などを一体的に推進するため、行政や農業者団体等との連携を図り、経営所

得安定対策や担い手の育成などの円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２ 事業内容 

（１）農業経営の安定と生産力確保のための事業推進 

国等の情報や、本県の水田収益力強化ビジョンに基づき、需要に応じた米（主食用米・

加工用米・新規需要米等）の生産情報や麦・大豆・そばなどの生産振興を図り、農家の

経営を安定させるため、以下の事業を行う。 

 

① 米の生産数量の目安の提示と事務の効率化 

国からの産地別の需要実績等に関する情報を基に、農業団体の販売方針を踏まえつ

つ米の生産数量の目安を設定し、地域協議会に提示する。また、作付転換にかかる現

地確認業務の効率化を図るため、支援システムの運用支援を行う。 

 

② 麦・大豆・そば、園芸作物などの生産振興 

米と麦・大豆・そばの２年３作体系を継続するとともに、麦や大豆等の生産が不向

きな排水不良水田においては加工用米、備蓄米、輸出用米、飼料用米等非主食用米の

作付を推進する。さらには、地域の特性を生かした野菜等の地域特産物の生産振興を

図ることとし、これらの推進を円滑に行うため経営所得安定対策等、国の制度活用に

ついて地域協議会等に対して指導、推進する。 

 

③ 担い手育成対策 

経営所得安定対策の活用や地域農業の将来のあり方を定める「地域計画」の策定を

通じた集落営農や認定農業者の育成、農地中間管理機構を通じた担い手への農地集

積・集約化、水田のフル活用による農業経営の高度化や多角化について地域協議会等

に対して指導、推進する。 

 

④  肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和対策 
化学肥料価格高騰による農業者の経営への影響を緩和するため、化学肥料の低減や

堆肥等の国内資源の活用等を行う農業者に対し支援する。 
 

（２）収入減少影響緩和対策交付金積立金の管理事務 

経営所得安定対策における収入減少影響緩和対策交付金（あらかじめ一定額の積立金

を拠出することで、当年産の米、麦、大豆の販売収入の合計額が標準的収入を下回った

場合に、その差額の 9 割を補てんするもの）に係る積立金について、北陸農政局福井県

拠点及び各ＪＡと連携しながら適切に管理する。 

 

（３）総会及び会議等の開催 

上記の事業を効果的に推進するため、下表に示した総会及び会議等を開催する。 



令和５年度総会・会議等の年間スケジュール(予定) 

月 会議等 内  容 

４月 
事務局員担当者会 
地域農業再生協担当者会議 

米政策の見直し、経営所得安定対策･肥料

価格高騰対策等 

５月 
事務局員担当者会 
現地確認支援システム等研修会 

水田情報管理システム操作研修等 

６月 

事務局員担当者会 
肥料価格高騰対策に係る説明会 
水田農業に関する国との意見交換 
事務局長補佐会議 

肥料価格高騰対策の周知と申請手続き 
Ｒ５年水田作付状況、施策推進状況 

７月 
事務局員担当者会 
第１９回通常総会 
現地取組調査 

事業実績・決算等 
Ｒ５年産米、麦等生産計画について 

８月 
事務局員担当者会 
地域農業再生協担当者会議 

Ｒ６年産米、麦等生産情報について 

９月 
事務局員担当者会 
地域農業再生協担当者説明会 

Ｒ６年度概算要求他 

10 月 
事務局員担当者会 
次年度に向けた情報交換 

国・県の施策方向、米をめぐる事情等 

11 月 
事務局員担当者会 
地域協議会巡回 
事務局長補佐会議 

Ｒ６年産米の生産数量の目安について 
県内１７協議会、経営所得安定対策の実

施状況、意見交換等 

12 月 
臨時総会 
事務局員担当者会 
地域農業再生協担当者会議 

Ｒ６米政策、目安の提示、生産対策等 
Ｒ６年産米の生産数量の目安の提示 
Ｒ６年産作物作付計画及び生産情報他 

１月 
事務局員担当者会 
現地事例調査 

現地事例調査、情報交換 

２月 
事務局員担当者会 
水田農業に係る研修会 

低コスト化モデル事例の啓発等 

３月 
事務局員担当者会 
生産計画調査 
地域協議会巡回 

稲作作付け情報の取りまとめ 
県内１７協議会、経営所得安定対策の実績

確認、意見交換等 
 


